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⽉極延⻑保育料の減額と免除

認可保育園（区⽴）の月極延⻑保育料は、減額または免除の事由に該当する場合、年度内１件の事由のみ、申請に基づき月
極延⻑保育料が減額または免除になることがあります。減額または免除は、申請があった⽉の翌⽉（⽉の初日に申請された場
合のみ申請⽉）から対象となりますので、事由が発生した場合は、保育支援課保育サービス係まで直ちに申請してください。
詳細は、区ホームページまたは在園ハンドブックをご覧ください。

※延⻑保育料の減額と免除については、個別のご案内はしておりません。ご自身でご確認のうえ、申請してください。なお、
事由に該当する場合でも、計算の結果、減額とならない場合があります。

減額の事由の例 ＊年度内１件の適⽤

その年にこどもが生まれたとき

同一世帯内に、身体障害者手帳１･２級、愛の手帳（療育手帳）１〜３度、精神障害者保健福祉手帳１〜３級を所持
する者がいるとき

兄弟姉妹を幼稚園、認可外保育施設等に有料（月極）で預けているとき

スポット延⻑保育料

◆認可保育園（区⽴）のスポット延⻑保育料は、別途納付書にてお支払いいただきます。（15分毎に100円）
◆認可保育園（公設⺠営・私⽴）、認定こども園、⼩規模認可保育園、居宅訪問型保育事業のスポット延⻑保育料は、各施設
で決定します。納付⽅法等、詳しくは各施設にお問い合わせください。（区で徴収は⾏いません）

◆江東区外の保育園等に在園している場合は、その施設または⾃治体に直接お問い合わせください。
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